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４
月　

日
�
は
、
日
野
市
長
選
挙

１７

の
投
票
日
で
す
。
投
票
時
間
は
午
前

７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。
私

た
ち
の
生
活
に
身
近
な
こ
の
選
挙

に
、
あ
な
た
の
貴
重
な
一
票
を
有
効

に
生
か
し
ま
し
ょ
う
。

　

今
回
の
市
長
選
挙
は
、
４
月　

日
２６

�
の
任
期
満
了
に
伴
う
も
の
で
、
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

　

投
票
す
る
た
め
に
は
、
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
以
前
に
日
野
市
で
投
票
し

た
こ
と
の
あ
る
方
は
、
住
所
な
ど
の

異
動
が
な
い
限
り
そ
の
ま
ま
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
選
挙
で
新
た

に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
方

は
、
�
昭
和　

年
４
月　

日
ま
で
に

６０

１８

生
ま
れ
た
方
で
、
�
平
成　

年
１
月

１７

９
日
ま
で
に
日
野
市
に
転
入
届
を
出

し
、
投
票
日
ま
で
引
き
続
き
日
野
市

に
住
ん
で
い
る
方
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

３
月　

日
ま
で
に
転
居
届
を
出
し

２８

た
方
は
、
新
し
い
住
所
地
の
投
票
所

で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
３
月　

日
２９

以
降
に
転
居
届
を
出
し
た
方
は
、
前

の
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�

　

今
回
も
投
票
所
入
場
券
は
、
世
帯

ご
と
に
封
書
で
４
月　

日
こ
ろ
ま
で

１１

に
郵
送
し
ま
す
。
同
じ
世
帯
の
方

は
、
一
つ
の
封
筒
に
世
帯
全
員
の
入

場
券
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
。

　

入
場
券
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
当

日
、
投
票
所
の
受
付
係
に
申
し
出

て
、
入
場
券
の
再
発
行
を
受
け
て
か

ら
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合

は
、
本
人
と
確
認
で
き
る
保
険
証
・

運
転
免
許
証
な
ど
を
忘
れ
ず
に
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

�
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今
回
の
選
挙
か
ら
万
願
寺
地
区
町

名
地
番
変
更
に
伴
い
、
投
票
所
が
一

部
変
更
に
な
り
ま
す
。
１
月
に
世
帯

ご
と
に
通
知
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
投
票
所
入
場
券
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
一
中
（
第
２
投
票
所
）
は
、

体
育
館
の
工
事
が
完
了
し
た
た
め
、

投
票
場
所
が
体
育
館
に
変
更
に
な
り

ま
す
。

�
�
�
�
�

　

投
票
日
当
日
、
次
の
よ
う
な
理
由

で
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い

方
は
、
前
も
っ
て
期
日
前
投
票
が
で

き
ま
す
。

�
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
予
定
が

あ
る
方

�
レ
ジ
ャ
ー
や
買
い
物
な
ど
の
私
用

で
投
票
日
に
投
票
区
内
に
い
な
い
方

�
病
気
な
ど
で
当
日
の
投
票
が
困
難

な
方

※
投
票
開
始
日
は
告
示
日
（
４
月　
１０

日
�
）
の
翌
日
に
な
り
ま
す

�
�
�
�
�
�

▽
日
時
＝
４
月　

日
�
〜　

日
�
午

１１

１６

前
８
時　

分
〜
午
後
８
時
※
土
曜
日

３０

も
同
じ

▽
会
場
＝
５
階　

会
議
室

５０４

�
�
�
�
�

▽
日
時
＝
４
月　

日
�
〜　

日
�
午

１４

１６

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

▽
会
場
＝
２
階
ロ
ビ
ー

　

い
ず
れ
も
▽
持
ち
物
＝
投
票
所
入

場
券�

�
�
�
�

　

長
期
不
在
者
は
滞
在
地
の
選
挙
管

理
委
員
会
で
、
指
定
病
院
等
に
入
院

し
て
い
る
方
は
そ
の
病
院
等
で
、
そ

れ
ぞ
れ
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

※
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
も
投
票
開

始
日
は
告
示
日
の
翌
日
に
な
り
ま
す

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

投
票
日
当
日
、
身
体
に
障
害
が
あ

る
な
ど
の
理
由
で
記
載
が
困
難
な
方

は
、
係
員
が
お
手
伝
い
し
ま
す
。
投

票
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
方
は
点
字

で
投
票
で
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
投
票

所
の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
投

票
所
で
の
投
票
が
困
難
な
方
は
、
郵

便
等
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。
対

象
は
、
自
分
で
投
票
用
紙
に
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
で
、
次
の
�
〜

�
に
該
当
さ
れ
る
方
で
す
。

�
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

方
で
、「
両
下
肢
、
体
幹
、
移
動
機
能

の
障
害
が
１
級
も
し
く
は
２
級
」
の

方
、「
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
等
の
障

害
が
１
級
も
し
く
は
３
級
」
の
方
、

ま
た
、「
免
疫
の
障
害
の
程
度
が
１

級
〜
３
級
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

�
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
要
介
護

状
態
区
分
が
「
要
介
護
５
」
の
方

�
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方

で
「
両
下
肢
、
体
幹
の
障
害
が
特
別

項
症
〜
第
２
項
症
」
の
方
、
ま
た
、

「
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
等
の
障
害

が
特
別
項
症
〜
第
３
項
症
」
の
方

　

郵
便
等
投
票
を
行
う
に
は
「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。
ま

だ
、
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、

交
付
申
請
書
に
自
署
し
、
身
体
障
害

者
手
帳
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま

た
は
戦
傷
病
者
手
帳
を
添
え
て
、
４

月　

日
�
ま
で
に
に
選
挙
管
理
委
員

１３
会
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
は

代
理
人
で
可
）。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�

　

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に

お
い
て
、
自
分
で
投
票
の
記
載
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
「
上
肢
ま
た
は

視
覚
の
障
害
の
程
度
が
１
級
」
の
身

体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方
、

「
上
肢
も
し
く
は
視
覚
の
障
害
の
程

度
が
特
別
項
症
〜
第
２
項
症
」
の
戦

傷
病
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方
は
、

代
理
人
に
記
載
し
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
、「
郵
便
等
投

票
証
明
書
」
の
ほ
か
に
代
理
記
載
人

に
な
る
べ
き
者
の
届
け
出
が
必
要
で

す
の
で
、
お
早
め
に
選
挙
管
理
委
員

会
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

選
挙
公
報
は
、
４
月　

日
�
ま
で

１５

に
全
戸
に
配
布
し
ま
す
。
な
お
、
市

役
所
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所

に
も
備
え
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

開
票
は
、
投
票
日
の
午
後
９
時
か

ら
南
平
体
育
館（
南
平
４
の　

の
１
）

２３

で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
開
票
速
報
を
日
野
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
伝
え
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
先
＝
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
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４
月
〜
５
月
初
旬
は
、転
入
・
転
出

・
転
居
・
世
帯
変
更
な
ど
の
異
動
届
の

手
続
き
が
多
く
、
市
役
所
本
庁
の
市

民
窓
口
課
の
窓
口
は
大
変
混
雑
し
、

ご
利
用
の
皆
さ
ん
を
長
く
お
待
た
せ

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
異
動
届
の

受
け
付
け
は
平
日
に
限
ら
れ
ま
す

が
、
住
民
票
や
印
鑑
証
明
書
な
ど
の

証
明
発
行
や
印
鑑
登
録
な
ど
、
一
部

の
業
務
に
つ
い
て
は
土
曜
日
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
住
所
変
更
や
世
帯
変
更

は
、
平
日
に
七
生
支
所
で
も
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
住
民
票
や
印

鑑
証
明
書
な
ど
の
証
明
発
行
は
、
七

生
支
所
の
ほ
か
豊
田
駅
連
絡
所
で
も

行
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
市
民
窓
口
課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�
�４
月
６
日
�
〜　

日
�
�
�

１５

�
�
�
�
�
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交

通
事
故
防
止
�
二
輪
車
の
交
通
事
故

防
止
�
自
転
車
の
安
全
利
用
推
進
�

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底　
�
�
�

�
�
�
日
野
警
察
署
交
通
課
（
�　
５８６

・
０
１
１
０
）、
市
都
市
計
画
課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
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児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
と
児
童
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
通
告
・
相
談
窓
口
に
新
た
に
市

が
加
わ
り
ま
し
た
。
子
育
て
の
不
安

等
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
西
部
子
ど
も
家
庭
支

援
セ
ン
タ
ー
ほ
ほ
え
み
（
�　

・
１

５８６

２
７
９
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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市
と
日
野
警
察
署
が
共
同
し
て
、

被
害
者
、
遺
族
の
方
々
に
対
し
、
相

談
室
を
設
け
ま
す
。
犯
罪
、
災
害
、

不
慮
の
事
故
等
に
あ
わ
れ
、
お
困
り

の
こ
と
、
悩
み
事
な
ど
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
４
月　

日
�
〜　

日
�
午

１８

２０

前
９
時
〜
正
午
※　

日
は
市
の
み
の

２０

対
応
�
�
�
�
市
役
所
５
階　

会
議

５０２

室
�
�
�
�
�
�
総
務
課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者

（
第
２
号
被
保
険
者
）
が
、　

歳
前

６０

に
退
職
し
た
と
き
は
第
１
号
被
保
険

者
へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
（
第

３
号
被
保
険
者
）
も
第
１
号
被
保
険

者
へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

収
入
が
増
え
た
り
、
離
婚
等
に
よ

り
配
偶
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の

扶
養
（
第
３
号
被
保
険
者
）
で
な
く

な
っ
た
と
き
は
、
第
１
号
被
保
険
者

へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

�
�
�
�
�
退
職
を
証
明
す
る
書
類

ま
た
は
資
格
喪
失
証
明
書
、
年
金
手

帳
、
印
鑑

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

学
生
は
、
本
人
の
前
年
所
得
が　
１１８

万
円
以
下
の
場
合
、
申
請
す
れ
ば
在

学
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
を
卒

業
後
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
申
請
は
毎
年
度
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
を
。

�
�
�
�
�
学
生
証
、
年
金
手
帳

　

以
上
、
い
ず
れ
も
�
�
�
�
�
�

保
険
年
金
課
年
金
係

�
�
�
�
�
�
�
�
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国
民
年
金
の
任
意
加
入
期
間
に
加

入
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
障
害

基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
障
害

者
の
方
に
、
特
別
障
害
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。
原
則
、　

歳
に
達
す
る

６５

日
の
前
日
ま
で
に
請
求
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
経
過
措
置

と
し
て
、
施
行
日
（
平
成　

年
４
月

１７

１
日
）
に　

歳
を
超
え
て
い
る
方
は

６５

平
成　

年
３
月　

日
ま
で
申
請
す
る

２２

３１

こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
要
書
類
等
、

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
初
診
日
が
任
意
加
入
対
象

者
で
あ
っ
た
平
成
３
年
３
月
以
前
の

学
生
、
昭
和　

年
３
月
以
前
の
被
用

６１

者
（
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
加
入
者
）

の
配
偶
者
で
、
現
在
、
障
害
基
礎
年

金
１
級
、
２
級
に
該
当
す
る
程
度
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
方
�
�
�
�
�

１
級
…
月
額
５
万
円
、
２
級
…
月
額

４
万
円
※
既
に
老
齢
年
金
、
遺
族
年

金
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ

の
受
給
額
相
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
給
付
金
は
認
定
後
、
申
請
さ
れ

た
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
�
�

�
�
�
�
保
険
年
金
課
年
金
係

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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日
�
午
後
１
時　

分
〜

２０

３０

３
時　

分
�
�
�
�
生
活
・
保
健
セ

３０

ン
タ
ー
�
�
�
�
子
ど
も
の
心
を
み

つ
め
よ
う
！
�
�
�
�
土
方
信
之
助

氏
（
元
小
学
校
校
長
）
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日
�
※
日
帰
り�
�
�
�山

２９

の
上
で
お
花
見
を
し
よ
う
！
�
�
�
�

小
・
中
学
生�
�
�
�先
着　

人
�
�

１０

�
�
２
千
円（
交
通
費
ほ
か

）�
�
�
�
�

９
日
�（
必
着
）ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ

で
。
往
信
用
裏
面
に
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、電
話
番
号
を
記
入
し
、〒　

―
１９１

０
０
２
２
新
井　

の　

平
清
太
郎
へ

８６３

６４
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�
�
�
�
子
ど
も
人
権
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
よ
る
、
い
じ
め
・
体
罰
・
不
登

校
・
児
童
虐
待
な
ど
の
相
談
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
昼
間　

・　

・

０４２

３７１

２
４
６
６
、
夜
間　

・
２
３
１
５
※

５９１

Ｆ
Ａ
Ｘ
は　

時
間
受
付

２４

　

以
上
、
い
ず
れ
も
�
�
�
�
�
�

市
長
公
室
市
民
相
談
担
当
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